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令和４年 第８回 定 例・臨 時 委 員 会  議 事 録 

委   員   会   日  程 会     場 

開会日時 令和４年５月 26日 午前・後 ２時 00分 両津地区公民館 ３階 

会議室 
閉会日時 令和４年５月 26日 午前・後 ３時 33分 

延会日時 平成  年 月   日  午前・後   時  分 

出  席  者 欠  席  委  員 会 議 録 署 名 委 員 

教育長  新発田 靖  仲川 正道 

1番委員 仲川 正道  池 典比古 

2番委員 池 典比古   

3番委員 瀧川 紀子   

4番委員 岩崎 奈美   

説 明 の た め 出 席 し た 職 員 

教育次長補佐 兼社会教育課長 

   市橋 秀紀 

 

教育総務課 

課長       栁澤 正二 

課長補佐     飯田  誠                      

 総務係主任    小林 唯美 

 

 

 

学校教育課 

 課長       森  和人 

 管理主事     福井 晴人 

 

社会教育課 

 佐渡学センター 

文化振興係長  鶴間 基宏 

 

傍 聴 人 有・無  

報 

告

の

要

旨 

 「議事の概要」のとおり 

 

会 議 で 行 っ た 選 挙 の 結 果 

なし 
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会 議 に 付 議 し た 事 件 の 題 目 

議案第 38号 佐渡市教育委員会職員の人事異動について    

  

報告事項 １ 学校情報について 

２ 一般財団法人佐渡文化財団の経営状況報告について 

３ 令和４年度佐渡市一般会計補正予算（第３号）の概要について 

４ 佐渡市学校米飯等給食費補助金交付要綱の一部改正について 

 

次回会議開催日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採決の結果及び可否の数を計算したときは、その数 

 なし 

請願、陳情 有・無  有の場合、別紙のとおり 

  その他必要と認めた事項 

 特になし 
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【議事の概要】 

 ◎本定例教育委員会は、午後２時 00分から開催した。 

・新発田教育

長 

・ ただ今から、令和４年第８回佐渡市教育委員会定例会を開催いたします。 

・ 初めに、日程第１「議事録署名委員の指名について」ですが、本日の署

名委員は佐渡市教育委員会会議規則第 18条の規定により、仲川委員と池委

員の２名を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

・ 次に、日程第２、議案第 38号及び日程第３、報告事項１から報告事項３

までは、人事に関する情報及び議会提案前の内容が含まれていることから、

佐渡市教育委員会会議規則第７条の規定により秘密会としたいので、これに

賛成の方は挙手をお願いいたします。 

・委員全員 ・ 挙手 

・新発田教育

長 

・ 挙手多数です。 

・ よって、議案第 38号及び報告事項１から報告事項３までは、秘密会とす

ることといたします。 

 【秘密会】 

・ 議案第 38 号「佐渡市教育委員会職員の人事異動について」、栁澤教育総

務課長より説明する。 

【以上の議案については、質疑を経て原案どおり可決された。】 

 

・ 報告事項１「学校情報について」、福井管理主事より説明する。 

・ 報告事項２「一般財団法人佐渡文化財団の経営状況報告について」市橋

社会教育課長及び鶴間文化振興係長より説明する。 

・ 報告事項３「令和 4 年度佐渡市一般会計補正予算（第３号）の概要につ

いて」、栁澤教育総務課長、森学校教育課長及び市橋社会教育課長より説明

する。 

【以上の報告については、質疑を経て終了した。】 

 

・新発田教育

長 

・ 報告事項４「佐渡市学校米飯等給食費補助金交付要綱の一部改正につい

て」、事務局の説明を求めます。 

・森学校教育

課長 

【説明要旨】 

・ 今、佐渡市の給食に出ている米・米粉パンなどは、佐渡の認証米を使っ

ております。普通の学校給食で、他のところで出されているものとの差額に

ついて、佐渡市の方は、第２条の補助対象者を佐渡市立小学校及び中学校並

びに県立佐渡中等教育学校の前期課程並びに佐渡特別支援学校の小学部及

び中学部に在学する児童生徒の保護者としています。 

・ これで進めていますが、今年度農林水産省が進めている「みどりの食料

システム戦略」で、佐渡市が有機産地づくり推進事業に採択されました。こ

れを受けて農業政策課の取組になりますが、佐渡市の給食の中に佐渡産の無

農薬無化学肥料のコシヒカリを給食で提供します。ただ、期間限定で、量が

決まっていて、全小学校・中学校・幼稚園・特別支援学校・中等教育学校含
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めて、６月の１か月間だけ、無農薬無化学肥料のコシヒカリを提供すること

となりました。 

・ 通常出している認証米と比べてその差が倍以上の差額になる状況です。 

・ これが、国からの補助が出ているので、通常ＪＡが出している補助に加

えて足りない部分を今回市の補助で補うことになります。 

・ 対象者が児童、生徒等の義務教育を受けている子どもたちの保護者だけ

でしたが、かなりの差額が出るため、第２条に次の１項を加えました。「前

項に掲げる者のほか、佐渡産無農薬無化学肥料栽培米を使用する場合は、同

項に規定する学校に勤務する職員並びに佐渡市立幼稚園に在園する幼児の

保護者及び新潟県立佐渡特別支援学校の高等部に在学する生徒の保護者並

びに佐渡市立学校給食センターに勤務する職員を補助対象者とすることが

できる。」と定め、義務教育以外の保護者及び職員大人にも対象ということ

で、今回追加したものです。 

・新発田教育

長 

・ ご質問等ございますでしょうか。 

・仲川委員 ・ ６月の１か月間のみというのは、毎年６月にやるということですか。そ

れとも、本年だけということになりますか。 

・ それと教育委員会として、この無農薬無化学肥料栽培米を使うというこ

との、児童生徒に対する食育はどのようになっていますか。 

・森学校教育

課長 

・ 令和４年度に補助が出たということで、現在令和４年度の取組となって

いますが、今後、農業政策課と検討して、そのような補助が可能かどうかを

含めて検討させて下さい。 

・ 食育に関しては、まず、全校に対して給食便りなどを通し、学校の方で

も食育を行い、進めていきます。合わせて新穂小学校を会場に食育の授業を

市長と教育長も参加した中で、無農薬無化学肥料米について、食育授業の取

材を通しながら、放映して全島民にお知らせすることになっています。 

・ この件は、便り等で広く進めていきたいと考えております。 

・新発田教育

長 

・ 市長自ら授業をするということです。 

・ その他質疑はございますか。 

・委員全員 ・ 質疑なし 

・新発田教育

長 

・ 質疑なしと認めます。 

・ 次に報告事項５「その他」ですが事務局からありますでしょうか。 

・栁澤教育総

務課長 

・ 先月もお話しをさせていただきましたが、小学校中学校の再編統合計画

の市民との意見交換会が、今週の月曜日５月 23日から前浜小学校を皮切り

に始まりました。 

・ 前浜小学校では学校長含めて 11 人、次の内海府小中では学校長含め 30

人、昨日の高千小中は３人という結果になっております。 

・ その中で出た意見としましては、やはり小中連携校として残すというこ

とだったものであまり激しい意見はなかったのですが、やはり部活の地域移

行ですとか、仮に統合した場合、統合先で、今地元でやっている特色ある教
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育は引き継いでいくようなことが可能かどうかという、ご意見をいただいた

ところです。 

・ 教育委員会の皆様におかれましては、都合がつく日程等があればご参加

いただきまして、どういうご意見が出たかを聞いていただけるとありがたい

と思います。 

・新発田教育

長 

・ 委員の皆様から何かございますでしょうか。 

・瀧川委員 ・ ここで話して良いのか分かりませんが、子どもたちの登校下校を見てい

て、衣替えのタイミングについてです。高校では５月から衣替えは自由だと

いうことで、冬服と夏服を個人の判断でやっています。５月から気温が 25

度といった状態でも、制服がある小学校や中学校の衣替えが５月の終わりの

２週間の移行期間にならないとみんな冬服のままで暑くてもそれで行って

いる状態ですが、こういった統一感や規定はどこが決めてどういった形なの

でしょうか。各学校の判断ですか。 

・新発田教育

長 

・ 統一はしていないようです。 

・瀧川委員 ・ それであれば各学校の話になるので、各学校の保護者会で話が出ればと

思ったのですが。こういった決まりが校則とかそういう問題ではなく、衣替

えのタイミングは小中学生においては、昔のままということですか。 

・森学校教育

課長 

・ 小学生だと、まず家庭の判断で、進めているところだと思うのですが、

中学校になるとやはり制服という関係もありますので。 

・瀧川委員 ・ 小学校の一部、ちょうど通るとき新穂があるのですが、１年生が暑い冬

制服の格好でゴールデンウィークが終わった頃、凄い 22〜23度の時もそう

いう姿が見られました。この辺の話が校長会とかそういう時でもなかなかな

くて、保護者目線だと大変そうだなと実際見ていたものですから、こういっ

た立場になったときにいつかお伝えしたいと思いました。 

・森学校教育

課長 

・ 確かに特に教育委員会の方から、いつからというのは示していなかった

のですが、今いただいた意見、確かに５月から 30度近い気温、熱中症も大

変心配な状況でもありますので、いただいた意見を参考に、校長会の方にも

出して、学校判断にするのか学校長会として全体統一するのか、そこら辺も

含めて相談させていただきたいと思います。 

・瀧川委員 ・ ありがとうございます。 

・新発田教育

長 

・ その他ございますでしょうか。 

・岩崎委員 ・ 私、地域コーディネーターとＣＳディレクターもやっておりまして、今

年に入ってから先生方の方からお話を聞いたのですが、部活の地域移行化が

令和５年から始まるということで、今年入ってきた１年生の一部で部活に所

属しないでクラブ活動化をやっています。ですが、そのクラブ自体がまだ全

然整備されておらず、ちゃんとした形ができていない状態で、なかなか上手

くいかないというか、部活を今までやってきた子たちもなかなか理解できな
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いし、保護者の方もどうしてなんだろうと分かってもらえない部分もありま

して、そこら辺、移行のタイミングは今の段階でどういう計画をされている

のかお聞きしたいと思います。 

・森学校教育

課長 

・ 令和５年度から段階的にということで、全国でそういう風に全体として

進めていくことになっています。 

・ 今現在、地域移行についての国の方針が５月に来るという状態で、それ

を確認した後、教育委員会に確認したら、関係する文化財団やスポーツ協会、

ＰＴＡの代表の方とか、中学校長会、中体連の代表の方等集まった会議を開

きまして、地域移行について佐渡市はどのような形で受け皿として受けるこ

とができるのか、現状指導者としてどういう方が見込まれるのかを調査しな

がら、本当にできるところから進めていこうと考えています。 

・ いきなり来年度から、今段階でも素案なのでどうなるか、これから検討

会の中で変わるかもしれませんが、いきなり全部の休日を地域に移行すると

いうのは難しいかなと考えております。できる段階のところから少しずつ、

部活動ではその月の休みのところを地域にできるスポーツで、受け皿が用意

できるスポーツで進めていきたいと考えております。 

・ 方向性が出たら地域の方、保護者の方には説明していきたいと思ってお

ります。 

・岩崎委員 ・ やはり保護者の方が一番よく分かっておられなくて、多分来年度からで

すが、私の息子が通っている学校が早く始めてしまったのもあって、その説

明もなかったと思うのですが、お互い生徒も保護者もどうしてなのだろうと

いう感じで、なかなか先生方も気を遣われているようなので、そこら辺はし

っかりやっていただきたいと思います。 

・新発田教育

長 

・ その他ございますでしょうか。 

・池委員 ・ 中体連で受入の検討をされていると思うのですが、その辺がどうなって

いるかということも、情報があったら国から来たものとあわせて、教えてい

ただけるとどのような状況かがイメージできるので、その辺の情報もありま

したら後ほど教えて下さい。 

・新発田教育

長 

・ その他ございますでしょうか。 

・委員全員 ・ 発言なし 

・新発田教育

長 

・ それでは、日程第３「報告事項」はこれで終了いたします。 

・ 日程第４、次回会議の開催日について事務局の説明を求めます。 

 【次回の会議は、６月 27日（月）に定例会を開催したい旨を説明した。】 

・新発田教育

長 

・ 以上で、令和４年第８回佐渡市教育委員会定例会を閉会いたします。 

 午後３時 33分終了 

 

 


